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一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
十
四
条
の
「
秘
密
」
に
つ
い
て
は
、
「
地
方

公
務
員
法
並
び
に
地
方
税
法
の
疑
義
に
つ
い
て
」
（
昭
和
三
十
年
二
月
十
八
日
自
丁
公
発
第
二
十
三
号
大
船
渡
市
議
会
事
務

局
長
宛
て
自
治
庁
行
政
部
公
務
員
課
長
回
答
）
に
お
い
て
、
「
一
般
的
に
了
知
さ
れ
て
い
な
い
事
実
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
一

般
に
了
知
せ
し
め
る
こ
と
が
一
定
の
利
益
の
侵
害
に
な
る
と
客
観
的
に
考
え
ら
れ
る
も
の
」
を
い
う
と
し
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
特
別
職
の
地
方
公
務
員
が
秘
密
を
知
り
得
る
職
務
に
就
く
場
合
」
に
は
、
そ
の
公
務
の
性
質
を
踏
ま
え
、
地

方
公
務
員
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
特
別
職
非
常
勤
職
員
」
と
い
う
。
）
の
服
務
に

係
る
要
綱
等
に
お
い
て
、
守
秘
義
務
に
つ
い
て
定
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
ラ
イ
ン
職
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
特
別
職
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
は
、

助
言
、
調
査
、
診
断
又
は
あ
っ
せ
ん
の
事
務
以
外
の
事
務
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。 


